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研究要旨 

本研究では当院を受診したひとり親家庭における検討を実施した．平成 26〜27 年度における

当院初診患者 1,388 世帯の中で，ひとり親家庭は 246 世帯(17.7%)であり，母子家庭は 211 世

帯(15.2%)であった．診断名別割合の比較では，反抗挑発症(OR2.02)，小児期反応性愛着障害

(OR3.87)，心的外傷後ストレス障害(OR3.06)，解離性障害(OR7.80)であり，いずれもひとり親

家庭の方が高かった．家族背景の比較では，子ども虐待(OR8.43)，DV(OR9.70)，保護者の精

神科受診(OR3.15)，保護者の被虐待歴(OR3.28)，子どもの要保護歴(OR5.87)，子どもの施設入

所歴(OR8.69)と，いずれもひとり親家庭の方が高かった．以上の結果より，ひとり親家庭に至

るまでに親子が逆境的境遇により傷いているため，子どもがより重症の精神疾患を抱えていて

も母親が治療のためのキーパーソン機能を十分に担えられなくなっていることが示唆された．

ひとり親家庭における子どものこころの診療では，親子並行治療の体制整備や，経済的困窮の

改善も含めた包括的支援体制が必要と考えられた． 

 

Ａ．研究目的 

我が国では子ども虐待，発達障害をはじめ

とした社会問題への対応の必要性が叫ば

れ，児童虐待の防止等に関する法律（2000

年，以下虐待防止法と記す）や発達障害者

支援法（2004 年）により法整備はなされ

たものの，実際の効力を発揮するには至っ

ていない． 

 全国児童相談所における児童虐待相談

対応件数は毎年増加している．2016 年度

では 122,578件となり，虐待防止法施行前

年である 1999年との比較では約 10.5倍の

増加 1)となった．虐待された子どもとその

親を治療することができる医療機関の整

備は全国的に進んでおらず，遺憾なことだ

が子どもの虐待死（心中を除く）が毎年 50

名前後発生 2)している． 

 発達障害では，その特性を有しながら小

学校および中学校普通級に在籍する子ど

も 6.5%（文科省，2012）3)と特別支援学級

および特別支援学校在籍の児童生徒 2.7%

（文科省，2011）4)を合わせると，発達障

害児数は小・中学生の 9.2％に及んでいる

ことになる．一方で，発達障害児に必要と

なる診療および支援は不十分な状況が継

続しているため，2017 年 1 月に総務省は

「発達障害者支援に関する行政評価・監視」

を公表 5)した．その中で，初診待機が 3か

月以上と長期化していること，専門医療機

関が不足していることを指摘し，厚労省に

対する是正勧告がなされた．こうした流れ

を受け，今後我が国における子どものここ

ろの診療が充実して，問題解決に向けた取

り組みが進捗していくことを願うもので

ある． 

 全国を基準として考えた際に，子どもの
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こころの診療における課題は「専門医療機

関の確保」となるが，浜松市子どものここ

ろの診療所（以下、当院）では専門医を既

にある程度確保し，子ども虐待や発達障害

をはじめとした子どものこころの診療を

行いながら，診療上不可欠となる教育・保

健・福祉機関との連係構築がなされている．

そのような行政的医療を行う立場の当院

では，受診する子どもたちの「家庭基盤の

脆弱さ」について注視している．なぜなら，

子どもの診療は保護者の同意を得て行う

ことが一般的であり，伝えられた治療方針

に沿って改善を目指すためには保護者の

役割（キーパーソン機能）に期待する部分

が非常に大きいからである．ここ数年の診

療における印象として，キーパーソン機能

が低下している保護者が増えており，子ど

もの問題解決が以前より一層困難となっ

ているのである． 

こうした状況を踏まえて，家庭への支援

が必要になることが多い「ひとり親家庭」

について分析して検討を実施したので，文

献的考察を加えて報告する． 

 

Ｂ．研究方法 

1) 浜松市子どものこころの診療所の概要 

 当院は 2007 年より政令市となった浜松

市により 2011 年に設置された児童精神科

クリニックであり，1992 年に設立された

浜松市発達医療総合福祉センター友愛の

さと診療所と浜松市における行政的医療

を二分している．常勤精神科医師 2名，非

常勤精神科医師 5名，臨床心理士 5名，言

語聴覚士 3名，精神保健福祉士 4名，保健

師 2名，看護師 3名が配置されている．開

業医（小児科・精神科），総合病院（小児

科・精神科），保健所，児童相談所，教育

委員会などの紹介にて初診予約を行い，初

診待機期間は約 3か月となっている． 

2) 当院における初診患者の診断別分類と年

齢構成 

 当院の平成 26・27 年度初診患者 1,451

名の診断別分類（図 1，第 1病名のみ集計）

では広汎性発達障害 35％，注意欠如多動障

害 19％，知的障害 6％，不登校 5％などと

なっており，いわゆる虐待により生じる小

児期反応性愛着障害(4％)や，心的外傷後ス

トレス障害(3％)，解離性障害(2％)など重

度の精神疾患も診療対象としている．初診

患者の年齢構成は就学前幼児 31%，小学生

48.4%，中学生 19.8%であった．これとは

別に，初診患者の約 15％に相当する 210

名の保護者において診療カルテを作成し

て親子並行治療を実施した． 

 

3) 初診時における家庭基盤の脆弱さの状況 

 当院ではソーシャルワーカーにより初

診時のインテーク面接を実施しているが，

その際に初診患者の 59.8％において何ら

かの家庭基盤の脆弱さがみとめられた．重

複を含む内訳（図２）では，虐待 20.9％，

保護者の精神・知的障害 18.7％，ひとり親

家庭 18.6％，保護者の被虐待歴 15.8％，

ドメスティックバイオレンス（DV）13.0％

などであった。 
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 平成 26・27 年度のきょうだいケースを

除く 1,388世帯中，ひとり親家庭は 246世

帯と全体の 17.7%（図 3，母子家庭 211世

帯・15.2%，父子家庭 35 世帯・2.5%）を

占めており，ひとり親家庭の全国的割合

7.6%（母子家庭 6.8%，父子家庭 0.8%：厚

労省，2012）6)の割合を上回った．ひとり

親家庭となった理由では離婚が 90.6％と

最多で，未入籍 5.6％，死別 3.6％などであ

った． 

 

4) 本研究における対象と方法 

 平成 26・27 年度に当院初診となったひ

とり親家庭246世帯とその子ども269名を

対象とし，それ以外の家庭(1,142 世帯，

1,182 名)について診断別割合および家庭

背景の比較を行うと共に，保護者の学歴，

就業状況，生活保護受給率，保護者の学

歴・就業状況と子どもの IQ について比較

をおこなった． 

 方法としては，診療録およびソーシャル

ワーク記録による記載事項より必要な情

報の抽出をない，オッズ比およびχ２検定

を実施した． 

 なお，本研究は浜松市発達医療総合福祉

センターにおける倫理委員会の承認

（H26-12）を得て実施した． 

 

Ｃ．研究結果 

1) ひとり親家庭とその他の家庭におけるオ

ッズ比（表１） 

 ひとり親家庭では反抗挑戦性障害にお

けるオッズ比（Odds ratio，以下 OR）が  

2.02(1.20-3.39， 95％信頼区間，以下

95%Cl)，つまり発症リスクが 2倍であっ

た．以下、小児期反応性愛着障害では OR 

3.87 (2.43-6.16，95％Cl)，心的外傷後ス

トレス障害ではOR 3.06 (1.78-5.28，95％

Cl)，解離性障害では OR 7.80 (4.12-14.8，

95％Cl)であった． 

 

2) ひとり親家庭とその他の家庭における家

族背景のオッズ比（表２） 

 ひとり親家庭では，虐待の家族背景が

59.1％で確認され，ORは 8.43 (6.30-11.3，

95％Cl)であった．以下、DV(41.6%)では

OR 9.70 (6.96-13.5，95％Cl)，保護者の

精 神 科 受 診 歴 (35.0%) は OR 3.15 

(2.34-4.25，95％Cl)，保護者の被虐待歴

(34.6%)は OR 3.28 (2.43-4.43，95％Cl)，

要保護ケース歴 (27.9%)は OR 5.87 
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(4.11-8.39，95％Cl)，施設入所歴(11.9%)

では OR 8.69 (4.93-15.3，95％Cl)であっ

た． 

 

3) 保護者の学歴 

 ひとり親家庭では中卒者（高校中退を

含む）の占める割合が 27.2％と多く，母

子家庭の 27.5％，父子家庭の 25.7％を占

めていた．全国平均は 13.8%（厚労省，

2015）6)であり，当院のひとり親家庭に

おける中卒者は約 2倍と高かった． 

4) 保護者の就業状況（表 3） 

 母子家庭における就業状況ではパート

47.4%，無職 27.5%，正規職員 22.3%で

あり，全国比較でも母子家庭の就業率は

低く，非正規就労率は高い結果であった．

就労状況は不安定であり，無職の場合も

多いため何らかの就労できない理由の存

在が示唆された． 

 

5) 生活保護受給率 

 ひとり親家庭における生活保護受給率

は 15.4%であり，全国割合 7)と比較して

大きな差異をみとめなかった． 

6) 保護者の学歴・就業状況と子どもの IQ比

較（図 4，χ2検定） 

初診患者全体における保護者の学歴お

よび就業状況と子どもの IQ について比

較した．保護者が中学卒である際の子ど

もの平均 IQ は 83.1 であり，短大卒およ

び大学卒の保護者の子どもの IQ と比較

して有意な低下(p<0.001)をみとめ，高校

卒と大学卒の子どもの IQ 比較でも有意

な低下(p<0.05)を示した．また就業状況で

は，親が正規職員の子どもと比較して，

無職の親の子どもにおける平均 IQ は

84.9と有意な低下(p<0.05)をみとめた． 

 

7) 症例提示 

ひとり親家庭における親子併行治療例

を提示する．当該親子から誌上報告にお

ける同意を得ているが，個人情報保護の

観点から文意を損ねない範囲で細部の修

正を行なっていることを付記する． 

［症例］初診時 10歳女児 

［診断］注意欠如多動症，反抗挑発症 

［家族歴］母親（40歳，看護師）と本人

（同胞三人の第三子）と次兄の三人暮し．

父親は金銭面や生活態度に無頓着で，き

ょうだいと母親への暴言が多く，仕事は

していたが生活費を入れないため，本人
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が 2歳の時に離婚となった．長男（18歳，

アルバイト）は 1 年前に窃盗と器物損壊

により少年院に収監された．次兄（13歳）

は登校継続していたが夜遊びが多く，喫

煙の常習などの問題行動により児童相談

所が関わっていた． 

［現病歴］本人は小学校で人の持ち物を

持ってきてしまうことが度々あり，その

都度注意を受けていたが改善はなかった。

小４となって爪噛や自傷行為（ライター

で腕や足に火傷をつくる）ことがみられ，

学習面でも遅滞を認めていた．次兄のこ

とで関わりのあった児童相談所に相談し，

X年４月(小５)当院初診となった． 

［受診後経過］診察後の評価にて，

FSIQ98 と正常範囲であったが，

ADHD-RS 35点と高得点であった．母親

から見て不注意と落ち着きのなさが顕著

であること，教諭から授業中に集中が持

続できないことを指摘されており，本人

も集中して取り組めないことにイライラ

してしまうとの訴えがあったため，注意

欠如多動症（ADHD）と診断した．臨床

心 理 士 に よ る 認 知 行 動 療 法 と

OROS-MPH による薬物療法を行ったと

ころ，特に苦手だった日記や書き取りな

ど学習面での改善を認めて授業態度が改

善し，本人の悩みや不安を言語化して表

現できるようになり，問題行動は激減し

た．一方で母親には本人の良い行動を増

やし，母子関係の改善を目標としたペア

レントトレーニングを実施し，また母親

自身の焦燥感や睡眠障害を改善するため

の薬物療法を行ったところ，これらが奏

功して毎日の生活がうまく回るようにな

った．本人への心理・薬物療法と母親へ

のペアレントトレーニング・薬物療法に

よる母子並行治療により，双方の自尊感

情と関係性を改善することができた． 

 

Ｄ．考察 

1) ひとり親家庭とその他家庭における診断

名別割合と家族背景の比較 

ひとり親家庭では表１に示すように小

児期反応性愛着障害，心的外傷後ストレス

障害，解離性障害など，子どものこころの

診療においてより重篤な疾患のオッズ比

上昇が認められた．ひとり親家庭の中で母

子家庭が多いことを念頭に，この解釈上の

注意喚起をしたい．それは母子家庭である

ことが重症疾患を呈する原因ということ

ではなく，母子家庭に至るまでの経緯が子

どもと母親にとって逆境的境遇になって

いるという点である．家族背景の比較(表

２)として，虐待，DV，保護者の精神科受

診歴・被虐待体験，子どもの要保護歴・施

設入所歴などのオッズ比が上昇しており，

ひとり親家庭における逆境的境遇の可能

性が示唆された． 

はじめに述べたとおり，子どものこころ

の診療における諸問題の解決を困難にす

る大きな要因の一つはキーパーソン機能

の低下であるが，この原因として母子関係

の希薄があり，問題解決以前に子どもの病

状をより一層進行させることにつながる

ため，看過できない大問題である．ひとり

親家庭の家族背景の中で最もオッズ比の

高い DVについて，バンクロフト 8)は「母

親の権威をおとしめること」「子どもが頼

るべき母子関係を希薄にさせ，子どもの安

全感を剥奪すること」など母子への影響と

して述べている．母親自身が離婚すること

はできたものの DVによって傷つき，精神

的回復が十分でない段階で子どものここ
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ろの問題を改善するためにキーパーソン

として取り組むことは非常に困難なので

ある． 

2) ひとり親家庭に必要となる包括的支援 

ひとり親家庭の保護者においては高校

中退を含む中卒者が 27.2%であり，パート

などの非正規就労率が高いことから，経済

的問題を抱えている可能性が示唆された．

貧困により家庭でのコミュニケーション

が少なくなり，余暇時間を家族で過ごしに

くくなることなどに関しての報告 9)-11)は既

に多数あるが，貧困は母子関係の希薄さに

もつながる大きな問題の一つである．非正

規就労の場合には母親が子どもの診療の

ために時間を捻出できないことが多く，子

どものこころの診療において問題となっ

ている．助成制度等の利用についても支障

をきたしている．例えば，母子家庭等医療

費助成制度を用いた際に当座の支払いが

発生し，DV から逃げているために居場所

の特定を恐れて保険証が使えない際には

医療費の全額実費負担が必要になること

が例としてあげられる． 

ひとり親家庭は，世代間連鎖，DV被害，

子どもの障害など，自己責任論ではまとめ

られない様々な要因が重なり合って多く

の困難を抱えており，有効な支援がなけれ

ば次世代に問題が連鎖することが容易に

想像される．その支援の方向性としては，

子どものこころの問題をきっかけとして，

ソーシャルワーカーによる家族介入によ

って親子を精神科受診させることが，高い

オッズ比を示した精神障害(RAD, PTSD, 

DD)の治療と，その背景要因(虐待，DV, 保

護者のトラウマ)への支援につながる一助

となるであろう．しかしそれだけでは不十

分で，教育的配慮や経済的負担の軽減など，

生活を改善するための包括的かつ重層的

な支援が必要となる．現内閣が方針を示し

ている幼稚園・保育園や公立高校と大学の

教育無償化や，市役所など公共機関の土日

開庁，母子手当の引き上げなど，制度改革

が必要ではないだろうか．６人に１人が貧

困家庭の子どもであることを念頭として，

その多くの割合を占めるひとり親家庭へ

の支援として何が有効なのか，今後多方面

の検討がなされていくことを期待したい． 

3) 子どものこころの診療におけるパラダイ

ムシフトの必要性 

現在の我が国において一般的となって

いるひとり親家庭を対象とした本研究を

通じ，従来の子どものこころの診療という

視点のみでは治療的解決が困難となって

いる現状に直面した．子どものこころの診

療における今後の方向性について，以下の

三点を提言したい． 

一つ目は，子どものこころの診療をすべ

ての小児科医における基本的な診療範囲

として考えるという意識改革である．注意

欠如多動症や自閉スペクトラム症など発

達障害の有病率は約 10％3)であり，不登校

（有病率約 2%）12)や子ども虐待（同 2%）

13)を含めた当該診療範囲における有病率

は 14%に及んでいる．これは喘息（同 5%）

14)，アトピー性皮膚炎(同 12%)14)，食物ア

レルギー(同２％) 14)など小児のアレルギ

ー性疾患と比較しても遜色ない程の有病

率でもあり，卒前卒後の小児医学教育にお

いても基本領域として位置づけがなされ

るべきではないだろうか． 

二つ目は，小児科医が子どもだけを診療

対象とせずに家庭の問題すべてを守備範

囲にするという意識改革である．従来から

小児科医には another side of Pediatrics
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という考え方があり，保護者や子どもを取

り巻く環境や生活そのものへの対応を大

切にしていこうという信念がある．子ども

だけではなく，親自身の生活，保育園・幼

稚園や学校環境を考える視点を重視し，家

庭生活全般を見ていく視点はこころの診

療だけではなく全ての診療領域で求めら

れるものであろう．さらに，子どもと同様

の精神的問題を抱える保護者に対して，子

どもと並行した治療を行うことで改善し，

キーパーソン機能を再構築できるように

できれば良いが，同一施設で親子並行治療

が難しい場合には大人の治療機関におけ

る連携診療が円滑になされていくことが

望ましい． 

三つ目は，前述の視点を持って生活その

ものの改善を考えていくために，コメディ

カル職員(ソーシャルワーカー，臨床心理

士等)を積極的に配置することである．こ

れにより十分な情報収集をしたうえで多

角的評価を行い，親子双方への専門的な関

わりを効果的に実施することができる．今

後は家庭や園・学校に出向いて，家族や教

諭などの協力で生活場面での環境調整を

直接実施できる精神科訪問看護，保育所等

訪問事業など個別支援が求められる時代

へと推移するのではないだろうか．医療は

時代や社会情勢とともに変化すべきもの

であり，様々な環境で生活するすべての親

子が幸せになれるようにするため，医療と

して何をしていくべきかを考えていくこ

とが重要である． 

 

Ｅ．結論 

 本研究は当院における単一施設を対象

としており，行政医療の役割を担っている

ことによる以下のバイアスが考慮される

べきである．すなわち，児童相談所や児童

福祉施設などが関与する症例の割合が多

い可能性，地域における専門医療機関とし

て重症疾患症例が集積した可能性，社会福

祉課が関与する貧困およびひとり親家庭

が集積した可能性などである． 

また，先行研究として同様の報告を見つ

け出すことができなかったため，ひとり親

家庭における子どものこころの診療とい

う点での比較検討ができなかったことが

限界点である． 

ひとり親家庭の現状を検討する中で，子

どものこころの診療における多くの課題

が見えてきたように感じている．特に市町

など行政との緊密な連携構築がとても重

要である．近年では制度改正などにより改

善傾向ではあるが，前述したソーシャルワ

ークや療育的関わりは不採算な場合が多

い．また子どものこころの診療には地域の

保健所や保健センター，社会福祉課，児童

相談所，教育委員会，園・学校と緊密な連

携が必要となるため，行政が連携の要とし

て一義的に関わり，必要に応じた予算措置

を講じることができるかどうかは地域の

問題解決の成否に関わる最重要事項であ

る． 

行政の一義的参画のためには国公立の

大学や治療機関が地域の子どものこころ

の診療に注目して，積極的にその役割を担

うことがまず必要となるため，諸先生にお

けるさらなるご尽力をぜひお願い申し上

げたい． 

 本研究が今後の我が国における子ども

のこころの診療の発展のための一助とな

ることを願うものである． 
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